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農
地
利
用
状
況
調
査
に 

ご
協
力
く
だ
さ
い

農
業
委
員
会
で
は
、
農
地
法
第

30
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
地
の
農

業
上
の
利
用
の
増
進
を
図
る
た
め
、

農
地
利
用
状
況
調
査
を
実
施
し
ま

す
。
農
地
所
有
者
、
耕
作
者
等
の

方
は
、
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

◆
対
象　
市
内
の
全
て
の
農
地

◆
期
間　
５
月
～
７
月

◆
調
査
方
法　
担
当
地
区
の
農
業

委
員
、
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委

員
お
よ
び
農
業
委
員
会
事
務
局
職

員
が
、
実
際
に
農
地
の
現
況
を
調

査
し
ま
す
。

※
こ
の
調
査
の
結
果
を
受
け
て
、

農
地
の
農
業
上
の
利
用
の
増
進

を
図
る
た
め
の
相
談
支
援
や
指

導
等
を
行
い
ま
す
。

問
農
業
委
員
会
事
務
局
（
６
階
）

☎
⒇
１
５
３
０　

⒇
１
６
０
４

交
通
事
故
な
ど
で
保
険
証
を 

使
用
す
る
場
合
は
届
け
出
を　

交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者
の
行

為
に
よ
り
け
が
を
し
て
医
療
機
関

等
を
受
診
す
る
場
合
、
必
ず
そ
の

医
療
機
関
等
へ
負
傷
原
因
を
伝
え

て
く
だ
さ
い
。

治
療
に
つ
い
て
国
民
健
康
保
険

証
を
使
用
す
る
こ
と
は
可
能
で
す

が
、
そ
の
際
は
必
ず
市
へ
ご
連
絡

い
た
だ
き
、
そ
の
後
「
第
三
者
の

行
為
に
よ
る
傷
病
届
（「
交
通
事

故
証
明
書
」
の
添
付
が
必
要
）」

等
の
届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

第
三
者
行
為
に
よ
る
け
が
の
医

療
費
は
、
本
来
加
害
者
が
負
担
す

る
も
の
で
す
。
一
時
的
に
医
療
費

の
一
部
を
市
が
立
て
替
え
ま
す
が
、

市
が
負
担
す
べ
き
で
な
い
医
療
費

は
そ
の
届
け
出
に
よ
り
加
害
者
や

損
害
保
険
会
社
に
過
失
割
合
に
応

じ
た
額
を
請
求
し
ま
す
。

～
負
傷
原
因
調
査
に
ご
協
力
を
～

市
で
は
、
適
正
な
保
険
給
付
の

た
め
、
診
療
報
酬
明
細
書
等
を
も

と
に
負
傷
原
因
調
査
を
行
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
調
査
は
、
負
傷
に
よ

り
国
民
健
康
保
険
証
を
使
用
し
て

医
療
機
関
等
で
治
療
を
受
け
た
場

合
、
そ
の
負
傷
の
原
因
が
第
三
者

の
行
為
に
よ
る
も
の
か
を
確
認
す

る
た
め
の
も
の
で
す
。

負
傷
原
因
が
第
三
者
行
為
に
該

当
し
て
い
た
場
合
、
別
途
届
け
出

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

国
保
財
政
の
適
正
な
運
用
の
た

め
、
皆
さ
ん
の
ご
理
解
・
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
国
保
年
金
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
３　

⒇
１
６
０
０

経
営
所
得
安
定
対
策
の
申
請
を 

受
け
付
け
し
て
い
ま
す

販
売
目
的
で
米
な
ど
を
生
産

（
耕
作
）
す
る
販
売
農
家
・
集
落

営
農
を
対
象
に
、
国
に
よ
る
交
付

金
制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

◆
水
田
活
用
の
直
接
支
払
交
付
金

・
対
象
者

水
田
で
飼
料
用
米
な
ど
の
戦
略

作
物
を
、
販
売
目
的
で
生
産
す
る

販
売
農
家
・
集
落
営
農

・
単
価

対
象
作
物
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

（
例
）
10
ａ
当
た
り

加
工
用
米　
　

２
万
円

Ｗ
Ｃ
Ｓ
用
稲　

８
万
円

飼
料
用
米
・
米
粉
用
米

収
量
に
応
じ
５
万
５
千
円
～

10
万
５
千
円

◆
ゲ
タ
対
策
（
畑
作
物
の
直
接
支

払
交
付
金
）

・
対
象
者

麦
、
大
豆
な
ど
を
販
売
目
的
で

生
産
す
る
認
定
農
業
者
・
集
落
営

農
・
認
定
新
規
就
農
者

・
単
価

支
払
方
法
・
対
象
作
物
・
品
質

区
分
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

◆
ナ
ラ
シ
対
策
（
米
・
畑
作
物
の

収
入
減
少
影
響
緩
和
対
策
）

・
対
象
者　

認
定
農
業
者
・
集
落
営
農
・
認

ま
す
。

調
査
票
は
、
都
道
府
県
知
事
が

任
命
し
た
調
査
員
が
お
伺
い
し
て

直
接
配
布
す
る
か
、
国
が
郵
送
し

ま
す
。

※
調
査
員
は
、
必
ず
「
調
査
員
証
」

ま
た
は
「
従
事
者
用
腕
章
」
を

身
に
付
け
て
い
ま
す
。

問
企
画
政
策
課
（
４
階
）

☎
⒇
１
５
１
６　

⒇
１
６
０
３

自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
納
期

限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
納
期

限
は
５
月
31
日
㊊
で
す
。
４
月
30

日
に
自
動
車
税
事
務
所
か
ら
納
税

通
知
書
が
送
付
さ
れ
ま
し
た
の
で
、

納
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
今
年
度
か
ら
県
税
で
は
、

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
が
利
用
可
能
と
な

り
ま
し
た
。
い
つ
で
も
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
か
ら
ご
自
宅
等
で
納
付
が

で
き
ま
す
。

な
お
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納

付
や
Ｐ
ａ
ｙ-

ｅ
ａ
ｓ
ｙ
（
ペ
イ

ジ
ー
）
納
付
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
、
金
融
機
関
等
で
の
納
付

も
引
き
続
き
ご
利
用
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
、
納
税
通
知
書
に
同

封
の
し
お
り
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
茂
原
県
税
事
務
所

☎
�
１
７
２
１

お
知
ら
せ

定
新
規
就
農
者

・
対
象
品
目

米
・
麦
・
大
豆
・
て
ん
菜
・
で

ん
粉
原
料
用
ば
れ
い
し
ょ

・
補
て
ん
額

当
年
産
の
販
売
収
入
の
合
計

が
標
準
的
収
入
を
下
回
っ
た
場
合

に
、
差
額
の
９
割
を
、
農
業
者
の

積
立
金
と
国
の
交
付
金
で
補
て
ん

し
ま
す
。

◆
申
請
方
法

交
付
申
請
書
を
６
月
30
日
㊌
ま

で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
昨
年
度
申
請
し
た
方
も
、
今
年

度
分
の
申
請
が
必
要
で
す
。

※
内
容
に
よ
り
、
別
途
、
販
売
契

約
等
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

【
申
請
・
問
合
せ
】

農
政
課
（
６
階
）

☎
⒇
１
５
２
６　

⒇
１
６
０
４

令
和
３
年
経
済
セ
ン
サ
ス
‐
活
動

調
査
を
６
月
１
日
に
実
施
し
ま
す

経
済
セ
ン
サ
ス
‐
活
動
調
査

は
、
全
産
業
分
野
の
売
上
（
収
入
）

金
額
や
費
用
な
ど
の
経
理
項
目
を

同
一
時
点
で
把
握
し
、
事
業
所
・

企
業
の
経
済
活
動
を
全
国
的
お
よ

び
地
域
別
に
明
ら
か
に
す
る
と
と

も
に
、
事
業
所
・
企
業
を
対
象
と

し
た
各
種
統
計
調
査
の
母
集
団
情

報
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い


